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１．はじめに 

 本資料は、高浜発電所４号炉で実施した原子炉格納容器の特別点検について、実施した

内容を取りまとめたものである。 

 

２．要求事項 

対象の機器・構造物、その対象の部位、着目する劣化事象及び点検方法は、「実用発電

用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」（以下、「運用ガイド」という）に定

められている。 

表２．１ 要求事項の概要 

対象の機器・構造物 対象の部位 
着目する 
劣化事象 

点検方法／点検項目 

原子炉格納容器 
原子炉格納容器鋼板（接近で

きる点検可能範囲の全て） 
腐食 

目視試験（ＶＴ－４）による

塗膜状態の確認 

 

３．点検方法 

 ３．１ 点検の概要 

原子炉格納容器鋼板の炭素鋼は、腐食防止の観点から内外表面に防食塗装を施工し

ている。塗装が健全であれば、金属表面が容易に大気に曝されることはないため、日常

保全として塗装の目視点検を実施するとともに、必要に応じて塗装修繕を実施し、塗膜

の健全性を維持している。 

加圧水型原子炉（ＰＷＲ）プラントの原子炉格納容器鋼板は水に接していないため、

供用期間中検査に用いる「発電用原子力設備規格 維持規格（2012 年版/2013 年追補

/2014 年追補）」（JSME S NA1-2012/2013/2014）（以下、「維持規格」という）では原

子炉格納容器表面に対する定期的な検査要求はない。しかし、定期検査中の機器点検時

や原子炉格納容器のバウンダリ機能の健全性を定期的に確認する原子炉格納容器漏え

い率試験時に、原子炉格納容器鋼板の目視点検（以下、「従来の点検」という）を実施

している。 

従来の点検では、目視点検可能範囲のうち、原子炉格納容器内のフロアや機器架台、

原子炉格納容器内外に設置された恒設足場を用いて直接目視点検が可能な範囲につい

ては直接目視点検を実施するとともに、高所については機器架台・ポーラクレーン等の

上から双眼鏡等を用いて目視点検を実施している。これらの目視点検により塗膜に異

常が確認された場合は計画的に塗装修繕を実施することで、原子炉格納容器鋼板の健

全性を維持してきた。 

しかし、従来の点検では、原子炉格納容器鋼板塗膜の大部分を目視点検可能ではある

ものの、機器架台・足場等から離れた位置にある干渉物裏、原子炉格納容器外面円筒部

（アニュラス内）の高所等、一部に目視点検が容易でない範囲があった。 

今回の特別点検では、従来の点検における目視点検可能範囲に加え、従来の点検では

目視点検が容易でなかった範囲についても、仮設足場や搭乗設備、点検装置を用いるこ

とで可能な限り点検対象に含め、接近できる点検可能範囲の全ての鋼板に対して、視認
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３．５ 点検範囲 

半球部内外面及び円筒部内外面の原子炉格納容器鋼板（接近できる点検可能範囲の

全て）を点検範囲とする。図３．４～図３．７に点検方法の内訳（直接／遠隔）を含

めた点検範囲図を示す。 

なお、原子炉格納容器貫通部については特別点検の対象範囲外としているが、鋼板

と同様の目視試験を実施した。 

 

 
 

図３．４ 高浜４号炉 半球部外面 

 

 

 

 

図３．５ 高浜４号炉 半球部内面 
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３．６ 判定方法 

塗膜に割れ、欠け、剥がれ及び膨れの有無、下塗りの健全性、母材の発錆の有無等

を確認することで、構造健全性または気密性に影響を与える恐れのある塗膜の劣化や

腐食がないかを判断した。図３．１０に点検フローを示す。 

 

 

 

図３．１０ 点検フロー 

 

【点検フローの考え方】 

① 塗膜の劣化がないと判断。 

② 下塗りが健全で金属表面が大気に曝されないことから、原子炉格納容器の構造

健全性または気密性に影響を与える恐れのある塗膜の劣化はないと判断。 

③ 発錆が認められなければ、原子炉格納容器の構造健全性または気密性に影響を

与える恐れのある腐食ではないと判断。 

④ 表面錆が確認されたとしても、侵食されて母材板厚が変わるほどの影響がなけ

れば、構造健全性または気密性に影響を与える恐れのある腐食ではないと判断。 
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４．点検結果 

全ての点検範囲について原子炉格納容器の構造健全性または気密性に影響を与える恐れ

のある塗膜の劣化や腐食は認められなかった。表４．１に点検結果を示す。 

 

点検年月日      ： 2022.10.3～2022.10.7 

（）内はデータ採取日  （2020.10.12～2021.2.3） 

 

表４．１ 点検結果 

 直接目視 遠隔目視 

半球部外面 ○ － 

半球部内面 ○ － 

円筒部外面 ○ 〇 

円筒部内面 ○ － 

 

○：原子炉格納容器の構造健全性または気密性に影響を与える恐れのある塗膜

の劣化や腐食なし 

－：対象なし 

 

なお、今回の点検において「原子炉格納容器の構造健全性または気密性に影響を与える

恐れのある塗膜の劣化や腐食」に至らない塗膜の軽微な劣化（図３．１０のフロー②、

③）が一部認められたため、併せて塗装修繕を実施した。点検実施中に確認した軽微な塗

膜の劣化の例を図４．１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロー②と判断した塗膜の劣化        フロー③と判断した塗膜の劣化 

図４．１ 軽微な塗膜の劣化の例 
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（２）高所等で接近が困難であり要領書で定めたデータ採取方法の要求条件が確保で

きない範囲 

干渉物裏の極めて限定された範囲のみが点検不可範囲であり、周辺の鋼板は現状保

全でも目視点検可能な範囲である。環境条件は周辺の鋼板と同じであり、周辺を塗装

修繕する際は干渉物裏についても併せて可能な限り塗装していることから、現状保全

を継続することで今後の運転延長期間における原子炉格納容器鋼板の健全性が保たれ

る。点検不可範囲の例を図５．２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５．２ 高所等で接近が困難であり要領書で定めたデータ採取方法の要求条件が

確保できない範囲の例 

 

５．３ 特別点検で確認した軽微な塗膜の劣化について 

特別点検で軽微な塗膜の劣化（フロー②、③）が確認された主な範囲は、フロア・恒

設足場が設置されている範囲であった。フロア・恒設足場が設置されている箇所につい

ては、従来の点検で目視点検可能な範囲であり、これまでも必要に応じて塗装を実施し

ているため、今後も現状保全を継続することで原子炉格納容器鋼板の健全性を維持する

ことができると考える。 
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６．まとめ 

原子炉格納容器の特別点検においては、従来の点検では目視点検が容易でなかった範囲

についても点検対象に含め、接近できる点検可能範囲の全ての鋼板に対して、視認性を実証

できる形で塗膜の状態を目視試験した。一部の鋼板において軽微な塗膜の劣化が確認され

たが、全ての点検範囲について原子炉格納容器の構造健全性または気密性に影響を与える

恐れのある塗膜の劣化や腐食は認められなかった。特別点検における点検不可範囲、及び目

視点検が容易でない範囲はそれぞれ存在するものの、同じ環境条件である周辺の塗膜の健

全性を維持していること、劣化が少ない屋内環境であることから、今後も現状保全を継続す

ることで原子炉格納容器鋼板の健全性を維持することができると考える。 
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別紙 
 

別紙１．高浜１，２号炉及び美浜３号炉との点検手法の違いについて 

別紙２．非破壊試験(ＶＴ－４)記録が、適切な方法等により得られた結果であること 

を示す記録（要員の力量、試験条件、詳細記録等）について 
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図１ 高浜１，２号炉及び美浜３号炉との点検方法の違い（円筒部外面） 
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非破壊試験（ＶＴ－４）記録が、適切な方法等により得られた結果であることを示す記録

（要員の力量、試験条件、詳細記録等）について 

 

目視試験を実施するにあたり、運用ガイド及び設計・建設規格に基づき、目視試験におけ

る試験員に対して、次のとおり目視試験に係る教育訓練と視力を要求事項とした（添付１参

照）。 

 

【目視試験に係る教育訓練に関する事項】 

 工事前に、目視試験実施前教育を受講していること。 

 

【視力に関する事項】(設計・建設規格「GTN8130 試験技術者」より抜粋) 

・近距離視力確認用の標準ジャガー式チャートの J-1 文字を読み取ることができるか、ま

たは同様な近距離視力試験で同等の視力を確認すること。なお、視力の測定は、裸眼ま

たはコンタクトレンズ等による矯正のいずれでもよいが、矯正により要求を満足した

場合は、実際の試験においても矯正した視力で行うこと。 

・色の判定が要求される目視試験を行う場合は、必要とする色についての色覚が正常であ

ること。 

 

また、試験条件を含めた詳細記録については、原子炉格納容器鋼板１枚毎に記録を作成

しており、その代表例を添付２に示す。 

  

別紙２ 












